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【1 補助事業の概要】

①事業費の負担割合（地方公共団体向け）
補助率は 1/2 です。

事業費の負担割合（民間団体向け）
民間団体向け補助事業の場合、補助率は事業ごとに 1/3、1/2 などと異なります。

②事業費の規模及び補助下限額（地方公共団体向け）
◆事業費の規模
　1事業当たりの事業費規模については、事業の内容等を踏まえ柔軟に対応することを想定しており、特に規定していま
せん。

◆補助下限額
　補助下限額は 600 万円となっています。1つの地方公共団体において複数の事業を行う場合は、補助下限額はその合計
額に適用されます。なお、廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業のうち低炭素自動車導入事業については、補助下限
額の適用はありません。

事業費の規模及び補助下限額（民間団体向け）
　1事業当たりの事業費規模については、事業の内容等を踏まえ柔軟に対応することを想定しており、特に規定していま
せん。また、補助下限額も規定していません。

③補助金執行の一般的なスケジュール

※市町村が補助事業を実施する場合で本省が執行するものについては、関係書類はすべて都道府県を経由して環境省
（本省）に提出していただきます。

【2 競争的資金】

　競争的資金は、実施希望者を募集し、評価委員会の審査
を経て、採択決定することとしています。詳しくは環境省
のホームページ（http://www.env.go.jp）に掲載の募集案内
により、その内容をご確認ください。

【3 委託事業】

　委託事業については、一般競争入札（総合評価落札方式
を含む。）等により事業者を決定します。詳しくは環境省の
ホームページに掲載の調達情報をご確認ください。
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環境省担当窓口

○環境省

〒 100 － 8975　東京都千代田区霞が関 1 － 2 － 2
TEL：03（3581）3351（代表）

【担当課室】

【地方環境事務所】

各事業ごとに以下の課室が事業を担当しています

地方における窓口は以下のとおりです

地球環境局地球温暖化対策課

地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室

地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課（一般廃棄物担当）

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課（産業廃棄物担当）

総合環境政策局環境計画課

総合環境政策局環境経済課

総合環境政策局環境影響審査室

水・大気環境局総務課水・大気環境国際協力推進室

水・大気環境局自動車環境対策課

水・大気環境局水環境課海洋環境室

自然環境局自然環境整備担当参事官室

北海道地方環境事務所環境対策課（北海道）

東北地方環境事務所環境対策課（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

関東地方環境事務所環境対策課（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県）

中部地方環境事務所環境対策課（富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県）

近畿地方環境事務所環境対策課（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

中国四国地方環境事務所環境対策課（鳥取県、岡山県）

中国四国地方環境事務所広島事務所環境対策課（島根県、広島県、山口県）

中国四国地方環境事務所高松事務所環境対策課（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

九州地方環境事務所環境対策課（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

〒 060-0808　北海道札幌市北区北 8 条西 2 丁目　札幌第一合同庁舎 3F
TEL：011（299）1952

〒 980-0014　宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23　仙台第二合同庁舎 6F
TEL：022（722）2873

〒 330-6018　埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2　明治安田生命さいたま新都心ビル 18F
TEL：048（600）0815

〒 460-0001　愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2　中部経済産業局総合庁舎 1F
TEL：052（955）2134

〒 540-6591　大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31　大阪マーチャンダイズマート（OMM）ビル 8F
TEL：06 （4792）0703

〒 700-0984　岡山県岡山市北区桑田町 18-28　明治安田生命岡山桑田町ビル 1F
TEL：086（223）1581

〒 730-0012　広島県広島市中区上八丁堀 6-30　広島合同庁舎 3 号館 1F
TEL：082（511）0006

〒 760-0023　香川県高松市寿町 2-1-1　高松第一生命ビル新館 6F
TEL：087（811）7240

〒 862-0913　熊本県熊本市尾ノ上 1-6-22
TEL：096（214）0332


